
土地区画整理事業 組合施行の流れ

地区内の所有権者７人以上が集まって準備委員会を発足します。
準備委員会は、市長に対して技術的援助を求めることができます。

事業計画案を作成するため、測量を行います。
また、事業計画案を作成し、権利者へ説明します。

準備委員会の申請により、施行地区となる区域について市長が掲示場
に公告するとともに縦覧に供します。

施行地区内に未登記の借地権を有する者は、区域の公告から１月以内
に準備委員会に申告します。

準備委員会は認可申請に先立ち、宅地の所有者・借地権者の３分の２
以上の同意（面積も同様）を得ます。

定款及び事業計画の案を定め、組合設立を市長に認可申請します。
市長は事業計画を２週間縦覧に供します。利害関係者は意見書を提出
できます。意見書が提出された場合は、市長が審査をします。

市長は、組合設立を認可します。
施行地区内の全ての所有権者・借地権者は組合員となります。

認可公告日から１月以内に総会を開催し、役員（理事・監事）を選挙
します。

組合員が100名を超える場合には、定款により総代会を設置し、総会
に代えることができます。

事業計画や各種調査に基づき、土地の整理後の位置や形状、面積を示
した設計案を作成します。

施行者は、換地設計に基づき、総会（総代会）の議決を経た上で、仮
換地の位置などを土地所有者に通知します。

仮換地の指定を受け，建物などを必要に応じて仮換地先に移転しま
す。移転、除却により通常生ずべき損失は施行者が補償します。

施行者は、道路・公園・宅地造成等の工事を行います。

施行者は、総会（総代会）の議決を経て、換地計画・各筆換地明細・
各筆各権利別清算金明細等を定めます。

施行者は、市長に換地処分の届出をし、権利者へ換地計画で定められ
た事項を通知します。市長は、換地処分があった旨を公告します。公
告の翌日から整理前の土地の権利などは換地された土地に移ります。

施行者が土地区画整理登記を申請し、登記の変更が行われます。

施行者は、換地に生じた不均衡を是正するため、清算金の徴収・交付
を行います。整理前の土地より整理後の価格が多い場合は清算金を徴
収し、少ない場合は交付します。

組合の解散認可申請を市長に行います。市長は、認可した場合にはそ
の旨を公告します。

理事が清算人となり、財産目録及び財産処分方法について総会の承認
を得ます。清算が終了したら市長に決算報告、組合員に報告します。
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土地区画整理事業における業務代行方式

　組合施行の区画整理を行う場合、民間事業者等の技術力や資金力を活用して事業を進める

「業務代行方式」が多く採用されています。業務代行方式では、組合が業務代行者（建設会

社、ディベロッパー、コンサルタントやそのＪＶ）に区画整理業務の全部又は一部を委託し

て事業を進めていきます。事業に要する資金も業務代行者に提供してもらう（※業務代行者

は保留地をを売却して資金を回収）ことも可能です。

　このように業務代行方式のメリットは多いですが、当地区は権利者数が約200名と多く、権利

者の合意形成も進んでいないため、現時点では業務代行者を探すことが困難です。今後、合意

形成を促進し、スケジュールの見通しを立てられる段階で探すことが現実的です。
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※業務代行者の業種や関わり方に
よっては、調査設計や工事、保
留地取得等を業務代行者自らで
行う場合があります。

※業務代行者が取るリスクについ
ては、予め想定し、約定してお
く必要があると思われます。

①業務代行者がいない場合

の事業スキームの例

②業務代行方式による

事業スキームの例
（業務代行者がゼネコン、

ディベロッパー、コン

サルなどのＪＶの場合）

※組合が、市町村や区画整理コン

サルタント等の人的・技術的な

支援を受けながら全ての業務を

行います。

※事業資金も組合が調達します。
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